
8 目黒区一般廃棄物処理基本計画

第２章　清掃・リサイクル事業を取り巻く現状と課題

1　区の地域的特徴
（1）人口動態

過去10年間の人口（外国人を含む）の動態を見ると、目黒区の人口は増加傾向に
あります。今後の動向については、本計画での推計では、平成30年をピークとして
逓減する見込みとなっています。

図６　人口推移（実績と推計）
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※実績値は、平成26年度までは10月1日時点、平成27年は7月1日時点の数値。
※推計値は、本計画において外国人を含めて推計人口を算定した。平成25年3月時点での区の人口推計値（外国人を含む）
を基に、平成27年7月1日時点での実績値との差を係数化して各年の推計人口を算定した。

（2）転入・転出者数

区内への転入・区外への転出者数は、年間でそれぞれ人口の約１割を占めています。

図７　住民異動の推移
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※住民基本台帳による（各年1～12月）。平成24年7月8日外国人登録法廃止により、平成24年7月9日以降は外国人住
民を含みます。住民基本台帳に記載・消除した日を以って集計。ただし、予定での転出届については転出届に記載の
ある「転出予定日」を以って件数に含みます。
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（3）高齢者人口

平成26年10月1日時点における65歳以上の高齢者が全体に占める割合は19.9％
であり、今後の推計をみても、さらに高齢化が進行するものと予測されています。
中でも、後期高齢者（75歳以上）が全高齢者の49.4％を占めています。一人暮らし
の高齢者や高齢者のみで構成されている世帯の高齢者の数は37,198人で、全高齢者
の69％であり、この割合は年々増加しています。

図８　高齢者人口及び構成比の推移（実績と推計）
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図９　高齢者全体と高齢者のみ世帯居住者数の割合

※平成26年10月1日現在　住民基本台帳
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（4）居住形態

区内に居住する世帯総数の約半数を単身世帯が占めています。

図10　世帯の家族類型別割合

※平成22年国勢調査

（5）用途地域

区内の都市計画法に基づく用途地域の指定は、81.1％が住居系の地域となってい
ます。 特に、全体の40.2％が良好な住宅地とされる第１種低層住居専用地域となっ
ていることもあり、「住宅地・目黒」のイメージを裏づけています。

図11　用途地域別の割合

※平成26年区勢要覧



11目黒区一般廃棄物処理基本計画

第
Ⅰ
部

第
２
章　

清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題

（6）産業

業種別では、卸・小売業が最も多く、次いでサービス業、不動産業などの順です。
事業所の従事者数は１～４人が全体の58.１％を占め、これに５～９人を加えると
全事業所数の78.9％に達しています。

図12　産業別事業所割合

※平成26年区勢要覧（「平成24年度経済センサス-活動調査」によります。）

図13　事業所における従業員数の割合

※平成26年区勢要覧（「平成24年度経済センサス-活動調査」によります。）
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2　ごみ処理の現状
（1）特別区における一般廃棄物処理

特別区の一般廃棄物の処理は、23区各区が収集・運搬の役割を担い、23区の共
同処理によって清掃一組が中間処理（清掃工場や不燃ごみ、粗大ごみ処理・破砕施
設等の運営管理）を行い、最終処分を東京都に委託して行うことになっています。

図14　23区の清掃事業における役割分担と連携
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図15　特別区の清掃工場等の配置状況

※清掃一組ごみれぽ23　2016より
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（2）資源とごみの流れ

資源とごみの流れを以下に示します。区が回収している資源のうち、びん・缶・ペッ
トボトルについては、中間処理（選別・圧縮・梱包・保管）を行ったうえで、民間
のリサイクル工場に搬出し再資源化しています。

図16　ごみの主な流れと運営主体

図17　資源の流れと運営主体
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（3）資源とごみの分別区分と収集方法

平成27年４月時点での、資源とごみの分別区分と収集方法は以下のとおりです。

表１　資源とごみの分別区分と収集方法

※1　原則として古紙は町会により集団回収を行っています。
※2　拠点回収にあわせて区の粗大中継所で選別した電子レンジ等についても再資源化を行っています。
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（4）資源・ごみの状況

○　 人口が増加傾向にある中で、区収集ごみ量（区で収集している「燃やすごみ」
「燃やさないごみ」「粗大ごみ」の合計。以下「ごみ量」といいます。）全体は
逓減傾向にあります。

図18　資源量とごみ量の推移
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○　 事業系ごみ量（事業者自ら、もしくは一般廃棄物処理業者が処理施設に持ち
込むごみ。この中には、事業系有料ごみ処理券を貼付して区の収集に出す事
業者のごみは含まれない。）は逓増傾向にあります。

図19　事業系ごみ量の推移
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※事業系ごみ量は、平成20年度の実績報告書の導入により把握が可能になりました。
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○　 区民1人1日当たりごみ量は、年々少なくなっています。平成26年度は549
ｇであり、平成17年度に比べて145ｇ少なくなっています。

図20　区民1人1日当たりごみ量の推移
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○　 平成26年度に実施した家庭ごみ計量調査によると、戸建住宅や単身世帯にお
いても年齢が高くなるほど排出原単位（区民1人1日当たりごみ量）が高い傾
向がみられます。

図21　年齢別の単身世帯、住居形態別の燃やすごみの排出原単位
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（5）ごみの組成

平成26年度に区が実施した家庭ごみ組成調査によると、燃やすごみの組成割合で、
未利用食品を含めた生ごみは、燃やすごみの４割程度を占めています。また、リサ
イクル可能な資源が、燃やすごみに25.7％、燃やさないごみに14.6％も混入してい
ることがわかります。また、燃やさないごみの中には、小型家電製品（回収してい
る９品目以外）、金属類、陶磁器が大きな割合を占めていることや、リサイクル可能
な資源が混入していることがわかります。

図22　燃やすごみの組成割合（平成27年3月　家庭ごみ組成調査より）

※図中の数字は、四捨五入の扱いにより合計値が一致しないことがあります。

図23　燃やさないごみの組成割合（平成27年3月　家庭ごみ組成調査より）

※図中の数字は、四捨五入の扱いにより合計値が一致しないことがあります。
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表２　品目別の家庭収集ごみ量（平成27年3月　基礎調査報告書より抜粋）

※表中の数字は、四捨五入の扱いにより合計値が一致しないことがある。

○燃やすごみの中には、未利用食品を含む生ごみが41.3％も含まれて
います。
○家庭でできる毎日の水切りなどの処理で、燃やすごみの減量が可能です。

○燃やすごみの中には、資源化できる品目が
25.7％も含まれています。
○雑がみを含む古紙は16.7％もあり、古紙の集団
回収で収集可能であることの理解促進が必要です。

○燃やさないごみの中
には、資源化できる
品目が、14.6％も
含まれています。



20 目黒区一般廃棄物処理基本計画

（6）集積所数の推移

燃やすごみ、燃やさないごみ等の収集を行う地域の集積所数は、東京都から23区
へ清掃事業が移管された後、平成13年度の8,415か所から、平成26年度の18,149
か所へと２倍以上に増えています。

図24　集積所数の推移
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（7）資源・ごみ処理にかかる清掃経費

資源・ごみ処理における清掃経費の実
績は逓減傾向にありますが、平成23年
度以降、総支出額は40億円程度、区民1
人当たりの清掃・リサイクル費用は、1
万5千円程度で推移しています。

表3　清掃経費の推移

図25　平成26年度清掃経費の割合
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3　主な課題
（1）　人口構成等の推移とごみ量への影響

人口及び世帯数は、年々増加していますが、平成30年をピークに減少する見込み
となっています。
転入・転出者は、年間で人口の約１割を占めています。また、外国人居住者も年々
増加しています。自治体によって資源やごみに関する排出のルールが異なっている
ため、目黒のルールを知ってもらうことが大切です。外国人居住者の方も含めごみ
と資源の分別方法などについて、転入者に対するより一層の周知が必要です。
また、75歳以上の後期高齢者の割合も年々増加しており、今後、自らごみを集積
所に排出することが困難な高齢者への対応が、より一層求められることが予想され
ます。

（2）普及啓発の重要性

3Rを推進する上で、「リサイクル（再生利用）」より優先すべき「リデュース（発
生抑制）」と「リユース（再使用）」の2Rを積極的に進めるには、区民や事業者の協
力・実践なくしては成り立ちません。そのためには、全ての世代の区民や事業者に
ごみ問題や、より広く環境問題について、関心を持ち、知識を深めてもらうことが
大切です。
そこで、次世代を担う子どもたちを含め、区民・事業者に対して、ごみ減量や環
境問題に対するより多彩な学びの場を提供し、将来的には、行政とともに普及啓発
の主役となるような取り組みが求められています。

（3）新たな資源回収のあり方の検討

ごみの減量を進めるためには、再生利用が可能であるにもかかわらず、ごみとし
て排出されている品目について、資源化を進めることが一つの有効な手段となって
います。自主活動団体や民間事業者、エコライフめぐろ推進協会等との協働も視野
に入れて、使用済小型家電の回収体制の充実や古着・古布の回収方法の検討等、資
源化促進の取り組みが求められています。
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（4）ごみ集積所のあり方と戸別収集の検討

高齢化や共働き世帯の増加、また、ごみ出しマナーの悪化などの社会状況の変化
により、これまで維持されてきたごみ集積所の共同管理が困難となる事例が目立っ
てきています。
また、集積所の総数については、小規模分散化が進むことなどにより、平成13年

度に比べて２倍以上に増加しています。このような状況が拡大することについては、
収集・運搬経費に大きな影響を与えるだけでなく、地域を見守るコミュニティ機能
が低下する面も無視できません。

（5）家庭ごみ有料化の検討

家庭ごみの有料化については、前計画においても課題としていましたが、目黒区
を含め、23区は未実施の状況にあります。国は、この家庭ごみの有料化を推進すべ
きとの基本的な方針を示しており、全国的に見ても市町村の約６割が実施している
状況にあります。
家庭ごみの有料化は、ごみ減量やリサイクルの推進に有効であることに加え、区

民のごみ問題に対する意識の向上を図るとともに、排出量に応じたより公平な負担
を求めることにつながります。
一方、家庭ごみ有料化の課題としては、都市部特有の地域特性として、隣接区と

のごみ処理制度の違いに起因する越境ごみの問題や不法投棄問題、戸別収集・運搬
経費の増加などがあります。また、ごみの中間処理が23区共同処理であることから、
23区の理解と協調に基づく取り組みが欠かせません。

（6）事業系ごみの適正処理促進

平成26年度に区が実施したごみに関する基礎調査報告書によると、区内には小規
模事業者の割合が高いことが伺えます。１事業所当たりの資源やごみの排出量が少
ない小規模事業者は、一般廃棄物処理業者に個別に収集・処理を委託する場合と、
有料ごみ処理券を使用して区の収集を利用している場合とがあります。この際、残
念ながら、区の収集時に、有料ごみ処理券を貼付せずに排出されているケースが見
受けられます。
事業系ごみの適正な排出及び処理については事業者の責務であり、自己処理の原

則に基づいて処理することとなっています。全ての事業者が適正な資源やごみの分別、
排出を行うことを促す取り組みが必要です。
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（7）災害ごみへの対応

今後、高い確率で起こるとされている首都直下地震や異常気象による自然災害が
発生した際に、建物や家具などの倒壊によって発生したがれきごみやトイレのし尿
が大きな問題となります。廃棄物を適正かつ迅速に処理する事が必要になるため、
区の地域防災計画を踏まえ、23区、清掃一組、東京都の役割を明確化し、連携のた
めの仕組みを整備することが求められています。

（8）23区清掃事業の連携

特別区の廃棄物処理は、23区各区が収集・運搬の役割を担い、清掃一組が中間処
理（清掃工場等の管理運営）を行い、最終処分を東京都に委託して行うという役割
分担になっています。
資源の回収品目については、各区の判断により実施しているところですが、ごみ
の減量を一層進めるためには、プラスチック製容器包装の回収など、ごみの排出抑
制に取り組む区に対する、財政的な支援などの取り組みを促進する仕組みづくりが
求められています。

（9）目黒清掃工場建替えに伴う対応

目黒清掃工場は、平成29年度から平成34年度まで、清掃一組による建替工事が
予定されています。工事期間中も含め、区民の安全・安心な生活を維持するとともに、
環境負荷の低減を図っていくことが求められています。
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